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福
島
市
で
も
例
年
よ
り
も
早
く
桜
の
開
花
を
迎
え

た
3
月
24
日
、
福
島
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
卒
業

式
が
挙
行
さ
れ
た
。
大
学
教
員
と
し
て
卒
業
生
を
見

送
っ
た
経
験
は
30
回
以
上
に
な
る
が
、
今
回
は
過
去

に
は
な
い
万
感
の
思
い
の
こ
も
っ
た
式
典
と
な
っ

た
。
4
年
前
に
農
学
系
学
部
と
し
て
開
設
さ
れ
た
食

農
学
類
が
、
そ
の
1
期
生
を
送
り
出
す
こ
と
が
で
き

た
か
ら
だ
。
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
教
職
員
の
皆
さ

ん
の
頑
張
り
や
地
域
社
会
か
ら
実
に
多
彩
な
支
援
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
学
類
の
完
成
に
到
達
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
加
え
て
、
私
は
3
月
末
日
を
も
っ
て
福

島
大
学
か
ら
身
を
引
く
。
こ
ち
ら
も
卒
業
だ
。

ひ
と
り
ず
つ
に
卒
業
証
書
を
手
渡
し
た
う
え
で
祝

意
を
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
強
調
し
た
の
は
、
学
生

の
皆
さ
ん
も
学
類
の
建
設
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た

点
で
あ
っ
た
。
教
え
る
側
と
教
え
ら
れ
る
側
の
単
純

な
二
分
法
で
は
と
ら
え
切
れ
な
い
貢
献
で
あ
る
。
教

員
は
特
色
の
あ
る
農
学
教
育
を
目
指
し
て
工
夫
し
て

き
た
が
、
学
生
の
反
応
も
受
け
止
め
な
が
ら
修
正
を

加
え
て
い
く
。
サ
ー
ク
ル
活
動
の
立
ち
上
げ
な
ど
、

学
生
た
ち
の
成
長
か
ら
新
た
な
動
き
も
生
ま
れ
て
き

た
。
こ
ち
ら
も
、
教
員
に
と
っ
て
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
磨
く
た
め
の
刺
激
と
な
る
。
成
長
の
具
体
像
を

把
握
し
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
成
長
を
促
す
こ
と
に
注

力
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
な
が
ら
、
私
自
身
、

農
業
の
取
り
組
み
と
学
生
教
育
の
活
動
が
本
質
的
に

重
な
り
合
う
点
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
農
業
は
も
の
づ
く
り
の
営
み
で
あ
る
が
、
み
ず

か
ら
育
ち
ゆ
く
生
き
物
を
育
て
る
と
こ
ろ
に
、
生
命

体
で
は
な
い
素
材
に
向
き
合
う
工
業
と
の
違
い
が
あ

る
。
学
生
の
教
育
も
、
み
ず
か
ら
育
ち
ゆ
く
人
間
を

さ
ら
に
育
て
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
点
で
は
、

農
業
生
産
と
変
わ
り
が
な
い
。
作
物
や
家
畜
、
そ
し

て
人
間
は
個
性
的
で
あ
り
、
と
き
に
は
育
て
る
こ
と

に
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。
学
生

の
教
育
と
申
し
上
げ
た
が
、
大
学
生
に
限
定
さ
れ
な

い
。
幼
児
や
児
童
・
生
徒
に
つ
い
て
も
、
そ
の
教
育

の
本
質
が
農
業
の
営
み
の
本
質
、
す
な
わ
ち
み
ず
か

ら
育
ち
ゆ
く
生
き
物
を
、
し
っ
か
り
個
性
を
踏
ま
え

て
育
て
上
げ
る
こ
と
と
重
な
る
点
を
、
再
確
認
す
る

こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。

幻想的なホタルの舞い（長崎県新
しん

上
かみ

五
ご

島
とう

町
ちょう

）

写真キャプション
豊かな自然が残る新上五島町は、
初夏になると島の各地でホタルが
飛び交い幻想的な風景が広がる。
ゆっくりと息づくように発光する
「ゲンジボタル」、テンポよく断続的
に発光する「ヒメボタル」。ホタル
の仲間は光を放つことでお互いに
交信をする。その光り方には地域
ごとの違いがあり、人間でいうとこ
ろの方言のようなものだという。

教
育
と
農
業

日
本
農
業
研
究
所
研
究
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・
東
京
大
学
名
誉
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授
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政
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報

随�

想

荒
木
会
長
が
「
第
２
回
こ
ど
も
未
来
戦
略
会
議
」
に
出
席
―
若
い
世
代
の
所
得
の
増
加
等
に
つ
い
て
議
論
―
��
⑵

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
を
と
り
ま
と
め

　

―
茂
原
経
済
農
林
委
員
長
が
農
林
水
産
省
「
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
基
本
法
検
証
部
会
」
に
提
出
―
��
⑷

「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
つ
い
て

　

国
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⑹
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急
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遣
制
度
に
基
づ
く
自
治
体
間
の
応
援

　

総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
公
務
員
課
応
援
派
遣
室
応
急
対
策
派
遣
係
長
佃
侑
祐
��
⑼

町
村
ご
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�
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�
�
�
�
�
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�
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�
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�
�
�
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⒂

靴
下
生
産
日
本
一
の
町　

産
業
振
興
の
挑
戦
�
�
�
�
�
�
奈
良
県
広
陵
町
長　

山
村　

吉
由
�
⒃
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開
会
に
あ
た
り
、
後
藤
全
世
代
型
社
会

保
障
改
革
担
当
大
臣
が
、「
第
２
回
と
な

る
本
会
議
で
は
、
３
つ
の
基
本
理
念
、『
若

い
世
代
の
所
得
を
増
や
す
』、『
社
会
全
体

の
構
造
・
意
識
を
変
え
る
』、『
全
て
の
子

育
て
世
帯
を
切
れ
目
な
く
支
援
す
る
』
に

つ
い
て
ご
議
論
を
い
た
だ
く
。第
３
回
は
、

『
加
速
化
プ
ラ
ン
』
に
沿
っ
て
検
討
す
べ

き
個
別
具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て
ご
議
論

い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

議
論
の
中
で
荒
木
会
長
は
、「
少
子
化

対
策
で
重
要
な
の
は
、
若
い
世
代
の
結
婚

や
出
産
の
希
望
を
か
な
え
、
家
族
の
明
る

い
未
来
を
展
望
で
き
る
社
会
の
実
現
に
あ

る
」
と
し
、
そ
の
う
え
で
、「
試
案
の
基

本
理
念
で
あ
る
『
若
い
世
代
の
所
得
の
増

加
』、『
社
会
全
体
の
意
識
改
革
』、『
子
育

て
世
帯
へ
の
切
れ
目
な
い
支
援
』
は
、
い

ず
れ
も
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
実
現
の

た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

『
若
い
世
代
の
所
得
増
加
』
に
つ
い
て

は
、「
雇
用
の
安
定
化
を
図
る
必
要
が
あ

る
が
、
町
村
に
お
け
る
商
工
業
や
農
林
水

産
業
は
、
国
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
や

後
継
者
の
問
題
等
、
厳
し
い
状
況
に
お
か

れ
て
い
る
。
地
域
産
業
が
持
続
的
に
発
展

す
る
こ
と
が
、
若
者
の
雇
用
機
会
の
確
保

と
安
定
的
な
所
得
に
つ
な
が
る
」と
述
べ
、

担
い
手
の
確
保
・
育
成
を
は
じ
め
、
雇
用

環
境
の
整
備
に
向
け
た
取
組
に
対
す
る
国

等
の
支
援
の
拡
充
強
化
を
求
め
た
。

さ
ら
に
、「
地
方
に
お
け
る
若
者
の
所

得
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
地
域
経
済
の

再
生
と
活
性
化
が
前
提
で
あ
る
」
と
強
調

し
た
。

次
に
、『
社
会
全
体
の
意
識
改
革
』
に

つ
い
て
は
、「
九
州
の
離
島
や
沖
縄
等
の

出
生
率
が
高
い
地
域
に
は
、
地
域
ぐ
る
み

で
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
意
識
が
根
付

い
て
お
り
、
こ
う
し
た
意
識
を
社
会
全
体

に
広
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
だ
」
と
述
べ

た
。ま

た
、
岸
田
総
理
も
視
察
し
た
岡
山
県

奈
義
町
に
つ
い
て
、「『
子
育
て
応
援
宣
言
』

を
行
い
、
子
ど
も
の
成
長
を
支
え
る
地
域

荒
木
泰
臣
会
長
（
熊
本
県
嘉
島
町
長
）
は
４
月
27
日
、
政
府
が
開
催
し
た

「
第
２
回
こ
ど
も
未
来
戦
略
会
議
」（
議
長
・
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
）
に
出

席
し
た
。本
会
議
で
は
、「
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策
の
強
化
に
つ
い
て（
試
案
）」

（
令
和
５
年
３
月
・
こ
ど
も
政
策
担
当
大
臣
公
表
）
に
掲
げ
ら
れ
た
３
つ
の

基
本
理
念
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。

政
府
か
ら
は
、
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
、
後
藤
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
担

当
大
臣
（
副
議
長
）、
小
倉
こ
ど
も
政
策
担
当
大
臣
（
同
）、
松
野
内
閣
官
房

長
官
、
鈴
木
財
務
大
臣
、
永
岡
文
部
科
学
大
臣
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
、
西

村
経
済
産
業
大
臣
等
が
出
席
し
た
。

そ
の
ほ
か
有
識
者
と
し
て
、
地
方
三
団
体
を
含
む
関
係
団
体
や
、
子
育
て

の
当
事
者
・
関
係
者
等
が
出
席
し
た
。

会
議
に
お
い
て
荒
木
会
長
は
、
３
つ
の
基
本
理
念
に
関
し
て
、
町
村
の
実

情
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
安
定
財
源
と
人
材
の
確
保
に
向
け
た
支

援
を
求
め
た
。

▲�出席する荒木会長

全国町村会全国町村会

荒木会長が「第２回こども荒木会長が「第２回こども
未来戦略会議」に出席未来戦略会議」に出席
―若い世代の所得の増加等について議論――若い世代の所得の増加等について議論―
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を
あ
げ
て
の
取
組
を
実
践
し
、
非
常
に
高

い
出
生
率
を
実
現
し
て
い
る
。
２
０
１
９

年
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
２
・
95
と
聞
い

て
い
る
」
と
紹
介
し
た
。

続
い
て
、『
子
育
て
世
帯
へ
の
切
れ
目

な
い
支
援
』
に
も
関
連
す
る
と
し
た
う
え

で
、「
こ
う
し
た
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

き
め
細
か
な
支
援
を
講
じ
る
こ
と
が
、
我

が
国
の
少
子
化
対
策
に
は
極
め
て
有
効
で

あ
り
、
出
生
率
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
確

信
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。

最
後
に
「
こ
の
よ
う
な
取
組
を
推
進
す

る
た
め
に
も
、
地
方
負
担
も
含
め
た
安
定

財
源
の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
り
、加
え
て
、

支
援
を
行
う
人
材
の
確
保
も
重
要
」
だ
と

し
、
財
源
と
人
材
の
確
保
に
つ
い
て
、
国

と
し
て
し
っ
か
り
と
方
針
を
示
し
、
対
応

す
る
よ
う
求
め
て
発
言
を
締
め
括
っ
た
。

続
い
て
、
出
席
し
た
関
係
閣
僚
か
ら
、

３
つ
の
基
本
理
念
に
関
す
る
各
省
庁
の
取

組
や
今
後
の
方
向
性
等
に
つ
い
て
順
次
発

言
が
行
わ
れ
た
。

議
論
を
踏
ま
え
、
岸
田
内
閣
総
理
大
臣

は
、「
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策
の
推
進
を

図
る
う
え
で
の
基
本
理
念
は
、
第
１
に
若

い
世
代
の
所
得
を
増
や
す
こ
と
、
第
２
に

社
会
全
体
の
構
造
や
意
識
を
変
え
る
こ

と
、
第
３
に
全
て
の
子
育
て
世
帯
を
ラ
イ

フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
切
れ
目
な
く
支
援

す
る
こ
と
、
こ
の
３
つ
で
あ
る
。

若
者
・
子
育
て
世
代
の
所
得
を
増
や
す

た
め
の
一
丁
目
一
番
地
は
、
構
造
的
な
賃

上
げ
の
実
現
で
あ
る
。
男
女
と
も
に
働
き

や
す
い
環
境
の
整
備
、
希
望
す
る
非
正
規

雇
用
の
方
の
正
規
化
、
女
性
の
就
労
の
壁

と
な
っ
て
い
る
制
度
の
見
直
し
、
同
一
労

働
同
一
賃
金
の
徹
底
な
ど
に
加
え
、
リ
・

ス
キ
リ
ン
グ
に
よ
る
能
力
向
上
の
支
援
、

個
々
の
企
業
の
実
態
に
応
じ
た
職
務
給
の

導
入
、
成
長
分
野
へ
の
労
働
移
動
の
円
滑

化
と
い
う
三
位
一
体
の
労
働
市
場
改
革
を

加
速
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
企
業
の
文
化
、
雰
囲
気
を
抜
本

的
に
変
え
、
男
女
と
も
に
気
兼
ね
な
く
育

休
を
取
得
で
き
る
よ
う
、
働
き
方
改
革
の

推
進
と
そ
れ
を
支
え
る
育
児
休
業
制
度
等

の
強
化
な
ど
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、
社
会
全
体
の
構
造
や
意
識

を
変
え
、
こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
を
実
現

す
る
た
め
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て
こ
ど
も

フ
ァ
ス
ト
・
ト
ラ
ッ
ク
等
の
施
策
を
多
面

的
か
つ
積
極
的
に
展
開
す
る
と
と
も
に
、

全
国
の
幅
広
い
関
係
者
の
協
力
を
得
つ

つ
、社
会
全
体
の
運
動
に
つ
な
げ
て
い
く
。

さ
ら
に
、
全
て
の
こ
ど
も
・
子
育
て
世

帯
に
つ
い
て
、
切
れ
目
な
く
必
要
な
支
援

が
包
括
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
支
援
制

度
全
体
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。

こ
の
３
つ
の
基
本
理
念
の
も
と
で
、
政

府
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
多
岐
に

わ
た
り
、
関
係
の
会
議
に
お
い
て
議
論
を

深
め
て
い
く
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の

会
議
に
お
い
て
、
加
速
化
プ
ラ
ン
に
沿
っ

て
検
討
す
べ
き
項
目
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
制
度
設
計
や
、課
題
の
整
理
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
検
討
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

構
成
員
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
て
は
、
引

き
続
き
、
精
力
的
か
つ
迅
速
な
議
論
を
着

実
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ご
協

力
を
賜
る
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
る
」
と
述
べ
た
。

岸
田
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
後
、
会
議

は
閉
会
さ
れ
た
。

▲�荒木会長（最奥）と岸田内閣総理大臣（左から３番目）ほか会議に出席した関係閣僚と有識者構成員

▲�発言する岸田内閣総理大臣
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農
林
水
産
省
は
、
昨
年
9
月
、
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
計
画
の
策
定
な
ど
重
要
事

項
を
審
議
す
る
「
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策

審
議
会
」（
農
林
水
産
大
臣
の
諮
問
機
関
）

に
基
本
法
検
証
部
会
を
設
置
し
た
。
世
界
的

な
食
料
情
勢
の
変
化
に
伴
う
食
料
安
全
保
障

上
の
リ
ス
ク
の
高
ま
り
や
気
候
変
動
、
海
外

市
場
の
拡
大
な
ど
日
本
の
農
業
を
取
り
巻
く

情
勢
の
変
化
等
を
背
景
に
、
岸
田
文
雄
内
閣

総
理
大
臣
か
ら
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

法
の
総
合
的
な
検
討
を
行
い
、
関
係
閣
僚
の

連
携
の
も
と
で
、
同
法
の
見
直
し
の
検
討
を

進
め
る
こ
と
な
ど
を
野
村
哲
郎
農
林
水
産
大

臣
な
ど
関
係
閣
僚
に
指
示
を
し
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
野
村
農
林
水
産
大
臣
か
ら
審
議
会

に
、
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
係
る
基
本
的

な
政
策
の
検
証
や
見
直
し
に
つ
い
て
諮
問
す

る
と
と
も
に
、
よ
り
審
議
を
進
め
る
た
め
、

同
審
議
会
の
も
と
に
基
本
法
検
証
部
会
が
設

置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
。

部
会
長
に
は
中
嶋
康
博
東
京
大
学
大
学

院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
教
授
が
選
出
さ

れ
、
本
会
か
ら
は
、
茂
原
荘
一
経
済
農
林
委

員
長
（
群
馬
県
町
村
会
長
・
甘
楽
町
長
）
が

委
員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
。

基
本
法
検
証
部
会
は
、
こ
れ
ま
で
に
14

回
に
わ
た
り
審
議
を
重
ね
て
き
た
。
前
半
の

審
議
で
は
有
識
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
踏

ま
え
た
意
見
交
換
、
ま
た
、
食
料
の
輸
入
リ

ス
ク
の
高
ま
り
や
人
口
減
少
下
に
お
け
る
担

い
手
の
減
少
、
食
料
安
定
供
給
の
た
め
の
生

産
性
向
上
等
を
テ
ー
マ
に
議
論
が
行
わ
れ
た
。

後
半
の
審
議
で
は
、
農
林
水
産
省
か
ら

食
料
、
農
業
、
農
村
の
各
分
野
に
お
け
る
今

後
の
施
策
の
方
向
性
（
政
策
提
案
）
が
示
さ

れ
た
。
審
議
の
中
で
茂
原
経
済
農
林
委
員
長

は
、「
同
省
の
政
策
提
案
は
、
食
料
シ
ス
テ

ム
や
輸
出
等
の
産
業
政
策
に
偏
重
し
て
い

る
」
と
し
た
う
え
で
、
①
「
農
村
政
策
は
、

単
に
産
業
政
策
の
た
め
に
だ
け
あ
る
の
で
は

な
い
。
農
村
政
策
を
切
り
離
す
こ
と
な
く

し
っ
か
り
位
置
付
け
て
議
論
す
る
必
要
が
あ

る
」
②
「
農
村
に
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
し

続
け
る
こ
と
自
体
が
、
食
料
安
全
保
障
だ
け

で
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
防
災
な
ど
各
種
の

安
全
保
障
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
農
業
者

の
み
な
ら
ず
全
て
の
国
民
に
関
わ
る
重
要
な

問
題
で
あ
る
」
等
の
意
見
を
述
べ
、
農
村
の

持
つ
価
値
や
、
農
村
の
重
要
性
に
つ
い
て
強

く
訴
え
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
全
国
町
村
会
は
3
月

23
日
の
政
務
調
査
会
に
お
い
て
、「
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
法
の
見
直
し
に
関
す
る
意

見
」
を
審
議
し
、
内
容
及
び
取
扱
い
に
つ
い

て
荒
木
会
長
に
一
任
し
た
う
え
で
決
定
し
、

野
村
農
林
水
産
大
臣
、
衆
参
農
林
水
産
委
員

会
な
ど
関
係
要
路
に
提
出
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
①
農
業
政
策
と
産
業
政
策
を
引
き
続
き

「
車
の
両
輪
」
と
し
て
一
体
的
に
進
め
る
こ
と

②
現
行
の
基
本
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
農

村
振
興
策
を
着
実
に
進
め
る
と
と
も
に
、
新

た
な
施
策
体
系
を
基
本
法
に
位
置
付
け
る
こ

と
③
農
村
R
M
O
や
関
係
人
口
、
半
農
半
X

な
ど
多
様
な
担
い
手
の
確
保
は
農
業
や
食
料

供
給
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
同
法
に

位
置
付
け
る
こ
と
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
第
13
回
基
本
法
検
証
部
会
（
4

月
14
日
開
催
）に
お
い
て
同
意
見
書
を
提
出
、

茂
原
経
済
農
林
委
員
長
は
、
多
様
な
議
論
を

踏
ま
え
、
改
め
て
農
村
政
策
と
農
業
政
策
を

一
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強

調
、「
農
村
と
い
う
の
は
農
業
生
産
だ
け
の

場
で
は
な
い
。住
民
の
暮
ら
し
の
場
で
あ
り
、

地
域
社
会
そ
の
も
の
で
あ
り
、
文
化
や
伝
統

が
息
づ
い
て
い
る
、
都
市
住
民
を
含
め
て
生

活
に
潤
い
を
与
え
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
国

土
の
多
様
性
を
支
え
て
い
る
」
と
し
た
う
え

で
、「
農
村
を
農
業
生
産
に
貢
献
す
る
か
し

な
い
か
と
い
う
、
狭
い
視
野
で
と
ら
え
て
し

ま
う
と
、『
農
村
政
策
は
縮
小
せ
よ
』、『
農

村
か
ら
撤
退
せ
よ
』
と
い
う
議
論
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
」
と
指
摘
し
、「
い
ま
国
を
あ

げ
て
地
方
創
生
が
推
進
さ
れ
、
地
域
お
こ
し

協
力
隊
な
ど
地
方
へ
の
人
の
流
れ
を
加
速
さ

せ
て
い
る
さ
な
か
に
、
農
村
政
策
を
軽
視
す

れ
ば
大
問
題
に
な
る
」
と
発
言
し
た
。

一
方
で
は
、「
地
域
で
残
す
農
地
と
諦
め

る
農
地
の
選
別
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
農
地
の
選
択
と
集
中
を
進
め
る
こ
と
が
必

要
」「
今
後
人
口
が
減
少
し
、
日
本
の
経
済

が
低
下
し
て
い
く
中
で
、
ま
ば
ら
に
住
ん
で

い
て
、
教
育
や
医
療
等
の
基
本
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
の
か
疑
問
」
等
の

否
定
的
な
意
見
も
あ
る
た
め
、
本
会
と
し
て

も
、
引
き
続
き
、
基
本
法
検
証
部
会
の
動
向

を
注
視
し
な
が
ら
、
農
村
政
策
の
重
要
性
等

を
訴
え
て
い
く
。

な
お
、
農
林
水
産
省
は
、
基
本
法
制
定

後
の
今
後
20
年
を
見
据
え
た
方
向
性
を
６
月

ま
で
に
と
り
ま
と
め
、
来
年
度
通
常
国
会
へ

の
改
正
案
の
提
出
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の

見
直
し
に

見
直
し
に
関
す
る
意
見
」
を
と
り
ま
と
め

関
す
る
意
見
」
を
と
り
ま
と
め

―
茂
原
経
済
農
林
委
員
長
が
農
林
水
産
省

―
茂
原
経
済
農
林
委
員
長
が
農
林
水
産
省  

「
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
基
本
法
検
証
部
会
」
に
提
出
―

「
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
基
本
法
検
証
部
会
」
に
提
出
―

全国 全国 
町村会町村会▲出席する茂原経済農林委員長

　（オンライン出席）
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　食料・農業・農村基本法は、①食料安定供給の確保、②農業の有する多面的機能の発揮、③農業の持続的な発展と、④その基盤とし
ての農村の振興、を理念として掲げている。
　これらのうち、食料の安定供給と多面的機能は、国民が享受すべき重要な利益であり、その実現を図るため、農業の発展と農村の振
興を一体的に進めることが、政策推進の大前提であると考える。
　食料・農業・農村を取り巻く国内外の環境が一層厳しさを増す中にあって、現行基本法が掲げる重要な理念を補強し、国民の生命と
生活を守り、国土の保全を担う我が国の農業・農村の発展・振興をさらに推進するため、多岐にわたる基本法の見直しに際し、特に下
記の点に留意いただくよう意見申し上げる。

記

１．食料安全保障概念を明確にするとともに国内農業への関心を高めること
　食料安全保障の概念・定義を明確にし、緊急時のみでなく、平時の食料安全保障を図るとともに、国内生産の重要性等、国民の国内
農業に対する関心を高め、コンセンサスの形成を図ること。その際、農業インフラの整備、農業や食を介した生産者・食品関連事業者
と消費者・住民との交流や、食育等に関する各地域間、各主体間のこれまでの取組を再評価し、その拡充を併せて検討すること。

２．農業政策と農村政策を一体的に検討すること
　農村は農業の基盤であることはもとより、人が暮らし、土地を含めた自然資本を管理することによって、経済活動のみならず、防災
等国土の保全や生態系の維持等、多大な貢献をしている。
　また、歴史や伝統、文化、美しい景観を育んできた人々の心のよりどころでもある。
　農村政策を、条件不利性を補う後見的な視点で捉えるのではなく、地域社会のあるべき姿を追求する前向きの姿勢で捉えることが、
基本法が求める農村政策の取るべきスタンスである。
　農村政策（地域政策）は農業政策全般に関わるものである。　　
　基本法の見直しにあたっては、これらを切り離すことなく、「両輪」としてつなぎ、好循環を生み出す「車軸」づくりを目指すよう
一体的に検討すること。

３．新たな農村政策の施策体系を基本法に位置付けること
　現行の食料・農業・農村基本計画（Ｒ２年３月）は、農村の振興について、①雇用と所得機会の確保、②人が住み続けるための条件整備、
③農村RMOや関係人口、半農半X等新たな動きや活力の創出と、これらを継続的に進めるための関係府省の連携を新たに掲げている。
これらの新たな施策体系を規範化することは、農業・農村政策の持続性と発展性を高める上でも重要である。
　このため、新たな農村政策の施策体系を基本法に明確に位置付けること。

４．多様な担い手の確保の必要性を基本法に位置付けること
　農業就業人口は減少が続いているが、農業生産を継続し、食料を安定的に供給するためには、担い手の確保が欠かせない。この点に
関し田園回帰、関係人口による地域活動の高まりは、農村振興のみならず農業発展の好機でもある。新規就農者の大半は、非農家出身
であり、他産業にはない農業の魅力に着目している人々の存在は重要である。「半農半X」や「農村マルチワーカー」等は、既成概念
に捕らわれない多様な視点で農業を捉える者であり、その発展に貢献する存在にもなり得る。
　また、現行の基本計画では、「中小・家族経営など多様な経営体の生産基盤の強化を通じた農業経営の底上げ」がポイントとして掲
げられており、これらの生産意欲を高め、またその参入の間口を広げることは、食料安全保障の観点からも重要である。
　農業人口の減少局面のみに着目することなく、農業が職業として選ばれる魅力的な産業であるためにも、多様な担い手の確保の必要
性について基本法に位置付けること。

５．鳥獣被害対策を基本法に位置付けること
　野生鳥獣による農作物や森林被害は極めて深刻な状況にある。このため、被害防止に向けた総合的な対策を継続的かつ効果的に実施
しうるよう、鳥獣被害対策を基本法に位置付けること。

６．農村環境や景観の維持保全を基本法に位置付けること
　世界の農業政策は、持続可能な食料システムの構築を目指した取組を既に始めている。なかでも農村環境や景観の改善のコストは、
農産物の価格転嫁が困難であり、公的部門が担うべき課題である。　　　
　一方、我が国の環境支払い予算は先進国の中で際立った低水準にとどまっている。
　このため、農村環境や景観の維持保全を基本法に位置づけ、多様な環境支払制度の確立を目指すこと。

７．「農村価値創生交付金（仮称）」の創設を検討すること
　モンスーンアジアに位置し、多様な農業生態系を有する我が国にあって、地域の特性にあった農業・農村政策を展開することは、効
率的かつ安定的な農業経営にも資するものと考える。基本法も自治体農政について「自然的経済的社会的諸条件に応じた」施策の策定・
実施の責務を規定している（第 8条）。さらに、あらゆる政策を実施する、総合行政主体である自治体の強みを活かす必要がある。
　このため、農業・農村政策を創造的かつ、きめ細かく安定的に実施し得るよう、施策設計など、自治体の裁量を大幅に拡大した「農
村価値創生交付金（仮称）」の創設を検討すること。

以　上

食料・農業・農村基本法の見直しに関する意見
令和５年３月
全国町村会
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我
が
国
で
は
、
人
口
減
少
等
を
背
景
に

し
て
全
国
的
に
空
き
家
が
増
加
し
て
お

り
、
管
理
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
な
い
お

そ
れ
の
あ
る
「
居
住
目
的
の
な
い
空
き
家
」

は
、
こ
の
20
年
間
で
約
２
倍
に
増
加
し
て

い
ま
す
。
空
き
家
は
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
老
朽
化
し
危
険
な
状

態
と
な
る
、
害
獣
が
住
み
着
く
、
街
の
景

観
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、安
全
、

衛
生
、
景
観
面
等
に
お
い
て
周
囲
に
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
も
た
ら
し
ま
す
。

全
国
で
空
き
家
問
題
が
深
刻
化
す
る

中
、
平
成
26
年
に
、
周
囲
に
著
し
い
悪
影

響
を
及
ぼ
す
特
定
空
家
等
に
対
応
す
る
こ

と
に
主
眼
を
置
い
て
、
空
家
等
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
空
家
法
）
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
空
家
法
が
施
行
さ
れ

て
以
後
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
空
き

家
対
策
は
着
実
に
進
展
し
て
お
り
、
80
％

を
超
え
る
市
区
町
村
に
お
い
て
、
空
家
等

対
策
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
こ

れ
ま
で
に
約
２
万
件
（
令
和
３
年
度
末
時

点
）
の
特
定
空
家
等
の
除
却
や
修
繕
等
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
も
空
き
家
の
増

加
が
見
込
ま
れ
る
中
、
空
家
等
が
周
囲
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
前
に
活
用
や
管
理
を
促

し
、
ま
た
、
特
定
空
家
等
へ
の
措
置
を
さ

ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
き

家
対
策
を
総
合
的
に
強
化
す
る
た
め
、
第

２
1
1
回
通
常
国
会
に
空
家
法
の
改
正
案

を
提
出
し
ま
し
た
。

改
正
案
で
は
、
空
家
等
の
「
活
用
拡

大
」、「
管
理
の
確
保
」、「
特
定
空
家
の
除

却
等
」
の
三
本
柱
で
対
応
を
強
化
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
の
概
略
を

説
明
い
た
し
ま
す
。

⑴�

空
家
等
活
用
促
進
区
域

中
心
市
街
地
や
地
域
再
生
拠
点
等
、
市

区
町
村
内
の
拠
点
と
な
る
地
域
で
は
、
多

数
の
空
家
等
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
の
本
来
的
な
機
能
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
改
正
案
で
は
、
市

区
町
村
に
お
い
て
、
商
店
街
の
活
性
化
や

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
と
い
っ
た
経

済
的
社
会
的
活
動
の
促
進
の
た
め
、
空
家

等
の
活
用
が
必
要
な
地
域
を
「
空
家
等
活

用
促
進
区
域
」
と
し
て
空
家
等
対
策
計
画

に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
空
家
等
活
用
促
進
区
域
で
は
、
以

下
に
掲
げ
る
建
築
基
準
法
の
特
例
措
置
等

を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
区
域
設
定

に
当
た
っ
て
は
、
区
域
内
の
空
家
等
の
活

用
の
方
針
等
を
定
め
た
「
空
家
等
活
用
促

進
指
針
」
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
活
用

を
進
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
区
域

を
定
め
る
場
合
に
は
、
地
域
住
民
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。

①
接
道
規
制
の
合
理
化

建
築
基
準
法
上
、
建
築
物
の
敷
地
は
幅

員
４
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
に
接
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
満
た
さ
な
い

建
築
物
の
建
替
え
や
増
改
築
に
は
、
特
定

行
政
庁
に
よ
る
特
例
許
可
が
必
要
で
す
。

特
例
許
可
は
、
特
定
行
政
庁
が
建
築
審
査

会
の
同
意
を
得
た
上
で
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
手
続
き
上
の
負
担
が
重
く
、
ま

た
、
許
可
の
要
件
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
許
可
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
見

通
し
が
立
ち
づ
ら
い
と
い
う
課
題
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
た
め
、
市
区
町
村
が
特
定
行
政
庁

と
協
議
し
た
上
で
、
空
家
等
活
用
促
進
指

針
に
お
い
て
、
安
全
確
保
策
を
前
提
に
接

道
規
制
の
特
例
を
受
け
ら
れ
る
建
築
物
の

要
件
（
敷
地
特
例
適
用
要
件
）
を
定
め
た

１１　

は
じ
め
に

　

は
じ
め
に

２２　

活
用
拡
大

　

活
用
拡
大

「空家等対策の推進に関する特別措置法「空家等対策の推進に関する特別措置法
の一部を改正する法律案」についての一部を改正する法律案」について
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課国土交通省 住宅局 住宅総合整備課

2023年（令和 5年） 5月15日　6第3239号

政　策

町 村 週 報（第三種郵便物認可）

p06-08 3239 政策_空き家.indd   6p06-08 3239 政策_空き家.indd   6 2023/05/15   15:16:342023/05/15   15:16:34



場
合
に
は
特
例
許
可
を
不
要
と
し
、
当
該

要
件
に
適
合
す
る
こ
と
の
特
定
行
政
庁
に

よ
る
認
定
を
受
け
れ
ば
建
替
え
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
敷

地
特
例
適
用
要
件
に
つ
い
て
は
、
市
区
町

村
の
参
酌
基
準
を
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

②
用
途
規
制
の
合
理
化

建
築
基
準
法
上
、
都
市
計
画
で
定
め
ら

れ
た
用
途
地
域
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た

用
途
以
外
の
用
途
の
建
築
物
に
変
更
す
る

場
合
は
、
特
定
行
政
庁
に
よ
る
特
例
許
可

が
必
要
で
す
。
①
と
同
様
、
特
例
許
可
の

要
件
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
許
可

の
見
通
し
が
立
ち
づ
ら
い
と
い
う
課
題
が

あ
る
た
め
、
市
区
町
村
が
特
定
行
政
庁
と

協
議
し
、
同
意
を
得
た
上
で
空
家
等
活
用

促
進
指
針
に
用
途
規
制
の
特
例
を
受
け
ら

れ
る
要
件
（
用
途
特
例
適
用
要
件
）
を
定

め
た
場
合
に
は
、
当
該
要
件
に
適
合
す
る

用
途
変
更
の
特
例
許
可
を
円
滑
に
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

③
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
す
る
要
請

市
区
町
村
長
は
、
区
域
内
の
空
家
等
の

所
有
者
又
は
管
理
者
（
所
有
者
等
）
に
対

し
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
空
家
等

活
用
促
進
指
針
に
即
し
て
空
家
等
を
活
用

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請

で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①
～
③
の
他
に
も
、
空
家
等
活
用
促
進

区
域
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
法
上
の
開

発
許
可
権
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
が
市

街
化
調
整
区
域
内
の
空
家
等
の
用
途
変
更

の
許
可
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
、
地
方

住
宅
供
給
公
社
が
市
区
町
村
か
ら
委
託
を

受
け
て
空
家
等
の
活
用
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
等
と
し
て
お
り
、
市
区
町
村
の

実
情
に
応
じ
て
空
家
等
の
活
用
の
促
進
が

図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

⑵
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人

空
家
等
の
所
有
者
等
は
、
活
用
や
管

理
に
対
す
る
意
識
が
必
ず
し
も
十
分
で

は
な
く
、
活
用
意
向
の
な
い
ま
ま
放
置

し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
、
意
向
は
あ
っ

て
も
そ
の
相
談
先
が
少
な
く
、
買
い
手
や

借
り
手
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
放
置
し
て

し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
他
方
、
行
政

側
も
人
手
不
足
等
に
よ
り
所
有
者
等
に
対

す
る
働
き
か
け
や
相
談
対
応
を
十
分
に

行
う
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
課
題
も
あ
り

ま
す
。

こ
の
た
め
、
地
域
に
お
い
て
空
家
等
の

活
用
や
管
理
に
資
す
る
取
組
を
行
っ
て
い

る
N
P
O
や
社
団
法
人
等
に
つ
い
て
、「
空

家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
」
と
し
て
市
区

町
村
長
が
指
定
で
き
る
こ
と
と
し
、
公
的

な
位
置
付
け
を
与
え
る
こ
と
で
こ
れ
ら
法

人
が
活
動
し
や
す
く
す
る
制
度
を
創
設
し

ま
す
。
支
援
法
人
は
、
本
人
の
同
意
が
得

ら
れ
た
空
家
等
の
所
有
者
等
の
情
報
に
つ

い
て
市
区
町
村
か
ら
提
供
を
受
け
、
空
家

等
の
所
有
者
等
や
利
活
用
希
望
者
へ
の
相

談
対
応
や
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
っ
た
り
、
委

託
を
受
け
て
空
家
等
の
管
理
や
活
用
を

行
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
市
区
町
村
長
に

対
し
て
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成
の
提
案

や
４
⑷
の
相
続
財
産
清
算
人
の
選
任
等
の

請
求
の
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

⑴�

管
理
不
全
空
家
等
へ
の
指
導
、
勧
告

特
定
空
家
等
に
至
る
前
か
ら
の
対
策
を

強
化
す
る
た
め
、
適
切
な
管
理
が
な
さ
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
特
定

空
家
等
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
空
家
等

（
管
理
不
全
空
家
等
）
の
所
有
者
等
に
対

し
て
、
市
区
町
村
長
が
指
導
し
、
指
導
を

し
て
も
な
お
状
態
が
改
善
さ
れ
ず
、
特
定

空
家
等
に
な
る
お
そ
れ
の
大
き
い
場
合
に

は
、勧
告
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
勧
告
を
受
け
た
特
定
空
家
等
の
敷

地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
住
宅
用
地
特
例

は
解
除
さ
れ
ま
す
が
、
管
理
不
全
空
家
等

も
同
様
に
、
勧
告
を
受
け
た
場
合
に
は
固

定
資
産
税
の
住
宅
用
地
特
例
を
解
除
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
空

家
等
が
管
理
不
全
と
な
ら
な
い
よ
う
、
所

有
者
等
に
適
切
な
管
理
を
促
す
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

⑴�

特
定
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
す
る
報

告
徴
収
権

特
定
空
家
等
に
つ
い
て
、
現
行
法
で
は

市
区
町
村
長
が
立
入
調
査
で
き
る
旨
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
定
空
家
等
の
状
況

を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
単
に
物
的
な
状

態
を
知
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
場
合
も
あ

る
た
め
、
市
区
町
村
長
が
所
有
者
等
の
意

向
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特

定
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
て
新
た
に

報
告
徴
収
が
で
き
る
（
報
告
を
し
な
い
場

合
や
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合
に
は
過
料

を
科
す
）
こ
と
と
し
て
し
ま
す
。

３３　

管
理
の
確
保

　

管
理
の
確
保

４４　

特
定
空
家
の
除
却
等

　

特
定
空
家
の
除
却
等

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

対
策
の
四
つ
の
柱
の
う
ち
、「
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
生

活
困
窮
者
等
へ
の
支
援
」
の
一
環
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
た
の
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
の
た

め
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
拡
充
だ
。

21
年
度
補
正
予
算
で
計
上
し
た
画
を
作
成

し
、原
則
と
し
て
７
月
29
日
ま
で
に
提
出
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
国
が
各
自
治
体
の
交
付

限
度
額
の
範
囲
内
で
配
分
額
を
決
定
す

る
。国

の
第

国
の
第
３３
期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

の
策
定

の
策
定

原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
応
分
と
し
て

措
置
し
た
臨
時
交
付
金
1
兆
円
の
う
ち
、

各
自
治
体
に
は
８
０
０
０
億
円
が
先
行
配

分
さ
れ
る
。
21
年
度
補
正
の
地
方
単
独
事

業
分
の
留
保
分
２
０
０
０
億
円
と
、
22
年

度
予
備
費
で
措
置
し
た
８
０
０
０
億
円
の

う
ち
６
０
０
０
億
円
を
活
用
す
る
形
と
な

る
予
定
。
こ
の
た
め
、
留
保
分
か
ら
の
２

０
０
０
億
円
は
、
地
方
単
独
事
業
分
と
同

様
の
扱
い
で
、
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対

応
分
以
外
の
事
業
に
も
幅
広
く
活
用
可
能
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⑵
緊
急
代
執
行

現
行
法
上
、
特
定
空
家
等
に
対
し
て
代

執
行
す
る
際
は
、
命
令
等
の
手
続
を
経
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
台
風
等
の

災
害
に
よ
り
特
定
空
家
等
が
倒
壊
し
そ
う

な
場
合
等
、
緊
急
に
安
全
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
は
、
迅
速
に
対
処
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
災
害
そ
の

他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
空
家
等

が
保
安
上
著
し
く
危
険
な
状
態
に
あ
る
等

の
場
合
に
、
命
令
等
の
一
部
の
手
続
を
経

ず
に
市
区
町
村
長
が
代
執
行
で
き
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

⑶�

略
式
代
執
行
、
緊
急
代
執
行
費
用
の
円

滑
な
徴
収

従
来
、
空
家
等
の
所
有
者
等
が
不
明
な

場
合
に
行
う
略
式
代
執
行
に
つ
い
て
は
、

後
か
ら
所
有
者
等
が
判
明
し
た
場
合
等
に

は
、
民
事
裁
判
を
起
こ
し
て
費
用
回
収
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
改
正
案
で

は
、
略
式
代
執
行
に
つ
い
て
も
通
常
の
代

執
行
と
同
様
に
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ

り
費
用
回
収
で
き
る
よ
う
、
行
政
代
執
行

法
を
準
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
⑵

の
緊
急
代
執
行
の
費
用
に
つ
い
て
も
同
様

と
し
て
い
ま
す
。

⑷�

民
法
上
の
財
産
管
理
制
度
に
お
け
る
市

区
町
村
長
の
請
求
権

民
法
に
は
、
住
所
や
居
所
を
去
っ
て
容

易
に
戻
る
見
込
み
の
な
い
者
（
不
在
者
）

が
い
る
場
合
に
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察

官
の
請
求
に
よ
っ
て
家
庭
裁
判
所
が
そ
の

財
産
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
処
分
を
命

ず
る
不
在
者
財
産
管
理
制
度
や
、
所
有

者
が
死
亡
し
て
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
な
い
場
合
に
、
利
害
関
係
人
又
は

検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
家
庭
裁
判
所

が
相
続
財
産
清
算
人
を
選
任
し
、
そ
の

清
算
人
が
相
続
財
産
を
管
理
・
清
算
す

る
相
続
財
産
清
算
制
度
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
５
年
４
月
1
日
よ

り
、
所
有
者
不
明
の
土
地
・
建
物
や
、
管

理
不
全
の
土
地
・
建
物
に
つ
い
て
、
利
害

関
係
人
の
請
求
に
よ
っ
て
、
地
方
裁
判
所

が
管
理
人
を
選
任
す
る
新
制
度
が
始
ま
り

ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
制
度
は
、
市
区
町
村
が
活
用

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
民
法
上

は
裁
判
所
へ
の
請
求
権
者
が
利
害
関
係
人

に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
利
害
関
係
人

に
当
た
る
こ
と
の
証
明
が
で
き
な
け
れ
ば

市
区
町
村
は
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
改
正
案
に
お
い
て

は
、
空
家
等
の
適
切
な
管
理
や
処
分
等
を

進
め
る
た
め
、
不
在
者
財
産
管
理
制
度
、

相
続
財
産
清
算
制
度
、
所
有
者
不
明
建
物

管
理
制
度
、
管
理
不
全
土
地
・
建
物
管
理

制
度
に
つ
い
て
、
市
区
町
村
長
が
裁
判
所

に
対
し
て
管
理
人
の
選
任
に
係
る
請
求
を

で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

本
改
正
案
は
、
公
布
後
６
ヶ
月
以
内
の

施
行
を
予
定
し
て
お
り
、
国
土
交
通
省
で

は
、
市
区
町
村
の
皆
様
が
円
滑
に
事
務
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
施
行
に
向

け
て
、
基
本
指
針
の
見
直
し
や
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
整
備
等
を
行
う
予
定
で
す
。
空
き

家
対
策
は
一
朝
一
夕
に
解
決
で
き
る
も
の

で
は
な
く
、
地
域
に
お
け
る
中
長
期
的
な

取
組
が
不
可
欠
で
す
。
市
区
町
村
の
皆
さ

ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
改
正
案
を
踏

ま
え
、
空
き
家
対
策
に
つ
い
て
積
極
的
な

取
組
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
は
、

相
続
し
た
空
き
家
を
一
定
の
要
件
を
満
た

し
た
上
で
譲
渡
し
た
場
合
に
譲
渡
所
得
か

ら
3
千
万
円
の
特
別
控
除
を
認
め
る
税
制

特
例
に
つ
い
て
、
特
例
の
期
限
を
令
和
９

年
末
ま
で
延
長
し
た
上
で
、
買
主
が
売
買

契
約
に
基
づ
き
譲
渡
後
に
耐
震
改
修
又
は

除
却
し
た
場
合
も
、
特
別
控
除
を
適
用
で

き
る
よ
う
拡
充
し
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
５
年
度
予
算
に
お
い
て

は
、
市
区
町
村
が
や
む
を
得
ず
行
う
特
定

空
家
等
の
行
政
代
執
行
等
に
よ
る
除
却
に

係
る
国
の
補
助
率
の
引
上
げ
や
、
空
き
家

を
除
却
す
る
か
活
用
す
る
か
を
判
断
す
る

た
め
の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ス
タ
デ
ィ

（
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
や
間
取
り
図
作
成

等
を
含
む
実
施
可
能
性
調
査
等
）
に
係
る

費
用
や
、
市
区
町
村
が
所
有
者
不
明
建
物

管
理
制
度
等
を
活
用
す
る
際
の
予
納
金
等

の
補
助
対
象
へ
の
追
加
等
の
拡
充
も
行
っ

て
お
り
ま
す
。

国
土
交
通
省
と
し
て
も
引
き
続
き
政

策
ツ
ー
ル
を
総
動
員
し
て
取
組
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。
空
き
家
対
策
に
つ
い

て
ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
国
土
交
通
省

住
宅
総
合
整
備
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

５５　

お
わ
り
に

　

お
わ
り
に

お
問
合
せ
先

�

国
土
交
通
省

住
宅
局　

住
宅
総
合
整
備
課

担
当
：
城
戸

電
話
：�

０
３� ―

５
２
５
３

―

８
５
０
２

（
直
通
）
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
支
援
も
対
象

対
策
の
四
つ
の
柱
の
う
ち
、「
コ
ロ
ナ

禍
に
お
い
て
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
生

活
困
窮
者
等
へ
の
支
援
」
の
一
環
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
た
の
が
、
コ
ロ
ナ
対
応
の
た

め
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
拡
充
だ
。

21
年
度
補
正
予
算
で
計
上
し
た
画
を
作
成

し
、原
則
と
し
て
７
月
29
日
ま
で
に
提
出
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
国
が
各
自
治
体
の
交
付

限
度
額
の
範
囲
内
で
配
分
額
を
決
定
す

る
。国

の
第

国
の
第
３３
期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

期
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
計
画
」

の
策
定

の
策
定

原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
応
分
と
し
て

措
置
し
た
臨
時
交
付
金
１
兆
円
の
う
ち
、

各
自
治
体
に
は
８
０
０
０
億
円
が
先
行
配

分
さ
れ
る
。
21
年
度
補
正
の
地
方
単
独
事

業
分
の
留
保
分
２
０
０
０
億
円
と
、
22
年

度
予
備
費
で
措
置
し
た
８
０
０
０
億
円
の

う
ち
６
０
０
０
億
円
を
活
用
す
る
形
と
な

る
予
定
。
こ
の
た
め
、
留
保
分
か
ら
の
２

０
０
０
億
円
は
、
地
方
単
独
事
業
分
と
同

様
の
扱
い
で
、
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対

応
分
以
外
の
事
業
に
も
幅
広
く
活
用
可
能

平
成
28
年
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
に
お

け
る
自
治
体
間
の
応
援
職
員
の
派
遣
に
関

す
る
成
果
等
を
踏
ま
え
、
平
成
30
年
に
総

務
省
と
全
国
知
事
会
、
全
国
市
長
会
、
全

国
町
村
会
、指
定
都
市
市
長
会
（
以
下
「
地

方
三
団
体
等
」
と
い
う
。）
が
連
携
し
て

「
応
急
対
策
職
員
派
遣
制
度
」
を
構
築
し

ま
し
た
。

応
急
対
策
職
員
派
遣
制
度
は
、
災
害
発

生
時
に
被
災
市
区
町
村
か
ら
都
道
府
県
に

応
援
要
請
が
あ
り
、
県
内
応
援
で
は
対
応

困
難
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
、
被
災

都
道
府
県
の
求
め
に
応
じ
て
総
務
省
や
地

方
三
団
体
等
が
連
携
し
て
広
域
的
な
応
援

派
遣
を
調
整
す
る
制
度
で
す
。

災
害
発
生
時
に
は
平
時
に
は
起
こ
ら
な

い
多
種
多
様
な
業
務
が
次
々
と
発
生
し
、

被
災
自
治
体
の
職
員
だ
け
で
対
応
す
る
こ

と
は
困
難
で
す
。
本
制
度
は
、
い
つ
ど
こ

で
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
災
害
に
対
応
す

る
た
め
、
相
互
支
援
、
助
け
合
い
の
観
点

か
ら
構
築
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
災
害
発

生
時
に
お
い
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
の
低

下
や
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
、
そ
の
お
そ
れ
を

認
知
し
た
場
合
に
は
、
躊
躇
な
く
応
援
要

請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
他
の
都
道
府
県
で
災
害
が
発
生

し
た
際
に
は
、
被
災
市
区
町
村
へ
の
職
員

派
遣
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

１１　　

��

応
急
対
策
職
員

応
急
対
策
職
員

派
遣
制
度
の
概
要

派
遣
制
度
の
概
要

（１）総括支援チームの派遣

○ 対口支援に先立つ先遣隊として、
被害状況、 応援職員のニーズを確認

○ 被災市区町村の災害マネジメントを支援
※ 災害が発生するおそれでも派遣できる。

※ 都道府県・指定都市等の推薦を受け、総務省・消防庁
で実施する研修を受講 ⇒

＜総括支援チームの構成イメージ＞

※ 都道府県・指定都市等の推薦を受け、総務省・消防庁
で実施する研修を受講 ⇒ 名簿に登録

被災
都道府県 確保調整本部

（総務省、地方三団体等）

被災地域ブロック
幹事都道府県

災害マネジメント総括支援員 ※

災害マネジメント支援員 ※

連絡調整要員

（1名）

（1～2名）

（1～2名）

（２）対口支援チームの派遣

○ 避難所の運営、罹災証明書の交付等の
災害対応業務の支援

○ 都道府県（都道府県は管内市区町村と一体的に
支援）又は指定都市を、原則として１対１で被災
市区町村に割り当て

○ 原則として、総括支援チームとセットで決定

（３）応援職員の派遣実績（令和４年８月末時点）
○ 平成30年３月の応急対策職員派遣制度構築以降

の派遣実績
・ 総括支援チーム（延べ人数）：1,398名
・ 対口支援チーム（延べ人数）：37,812名

応
援
団
体
決
定

被災
市区町村

広域的な
応援が必要

応援要請等

登録者数 ：災害マネジメント総括支援員 502名
(R5.3.末現在） 災害マネジメント支援員 760名

応援団体決定までの流れ
応急対策職員派遣制度について（平成30年３月創設）

応援のニーズ
確認等

応急対策職員派遣制度に基づく応急対策職員派遣制度に基づく
自治体間の応援自治体間の応援

総務省 自治行政局 公務員部 公務員課 応援派遣室総務省 自治行政局 公務員部 公務員課 応援派遣室
　　　応急対策派遣係長 佃 侑祐　　　応急対策派遣係長 佃 侑祐
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災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

総
括
支
援
員
等
の
登
録

総
括
支
援
員
等
の
登
録

本
制
度
構
築
の
契
機
と
な
っ
た
平
成
28

年
熊
本
地
震
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て

は
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
応
援
職
員
に
よ

る
災
害
対
策
本
部
の
立
直
し
支
援
、
対
口

支
援
方
式
に
よ
る
マ
ン
パ
ワ
ー
支
援
等
が

挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
、
本
制

度
で
は
応
援
職
員
の
派
遣
は
、
災
害
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
支
援
す
る
「
総
括
支
援
チ
ー

ム
」、
マ
ン
パ
ワ
ー
支
援
を
行
う
「
対
口

支
援
チ
ー
ム
」
に
お
い
て
行
う
旨
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
総
括
支
援
チ
ー
ム
は
災
害
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
支
援
及
び
被
災
市
区
町
村
の

応
援
ニ
ー
ズ
の
把
握
の
役
割
を
担
っ
て
お

り
、
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
や
構
成
員
と
な

る
職
員
に
は
、
災
害
対
応
に
関
す
る
知
見

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
災
害
対
応
に
知
見
を
有
す
る

職
員
を
、
各
自
治
体
の
推
薦
に
基
づ
き
、

総
括
支
援
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
災

害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員
（
通
称
：

Ｇ
Ａ
Ｄ
Ｍ
）
と
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
災
害

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
員
と
し
て
、
総
務
省

の
管
理
す
る
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員
は
被

災
自
治
体
に
お
い
て
首
長
や
幹
部
職
員
へ

の
災
害
対
応
に
お
け
る
助
言
等
を
行
う
こ

と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
被
災
自
治
体
へ
の

応
援
経
験
や
研
修
等
を
通
し
て
災
害
対
応

に
知
見
を
有
す
る
管
理
職
相
当
の
職
員
を

各
自
治
体
か
ら
ご
推
薦
い
た
だ
き
登
録
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

支
援
員
は
、
総
括
支
援
員
を
補
佐
す
る
役

割
を
担
っ
て
お
り
、
役
職
に
か
か
わ
ら

ず
、
避
難
所
運
営
や
罹
災
証
明
書
の
発
給

業
務
に
知
見
を
有
す
る
職
員
が
登
録
し
て

い
ま
す
。

令
和
５
年
３
月
末
時
点
で
、
全
国
で
災

害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員
の
登
録
者

数
は
５
０
２
名
、
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支

援
員
の
登
録
者
数
は
7
６
0
名
と
着
実
に

増
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
登
録
者
の
多

く
が
都
道
府
県
や
指
定
都
市
の
職
員
と

な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
実
際
の
災
害

時
に
お
い
て
、
受
援
団
体
と
な
る
市
区
町

村
職
員
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
支
援
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
職
員
の
存
在
も
重

要
で
あ
り
、
市
区
町
村
職
員
の
登
録
者

数
の
さ
ら
な
る
増
加
が
必
要
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

自
団
体
や
他
団
体
が
被
災
し
た
際
に
、

助
け
合
え
る
関
係
を
作
り
上
げ
る
た
め
に

も
、町
村
職
員
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
て
も
、

災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員
等
へ
の

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

本
制
度
で
は
、
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支

援
や
避
難
所
運
営
、
罹
災
証
明
書
の
発
給

業
務
な
ど
他
の
応
援
の
仕
組
で
対
象
と
し

て
い
な
い
業
務
を
支
援
対
象
と
し
て
い
ま

３３　　
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応
援
実
績

過
去
の
応
援
実
績

（発災直後）
●災害対応に追われる首長に対し、外部への応援要請に関する助言
●幹部職員との調整（応援職員と被災自治体職員の役割分担 等）
●被災市区町村の被害状況や応援職員のニーズ把握
●被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連絡調整

・・経経験験者者、、年年長長者者だだけけででななくく若若年年者者もも総総括括支支援援チチーームムにに加加入入すす

るるここととでで、、若若年年者者がが災災害害対対応応経経験験をを積積むむここととががででききたた。。

・・被被災災地地ででのの経経験験はは、、自自団団体体がが被被災災ししたた場場合合にに生生ききててくくるるののでで、、

応応援援派派遣遣はは自自団団体体のの災災害害対対応応力力のの向向上上にに有有効効。。

・・被被災災地地でで他他のの自自治治体体とと一一緒緒にに支支援援をを行行ううここととでで、、新新たたなな

災災害害対対応応ののネネッットトワワーーククをを構構築築すするるここととががででききたた。。

防災担当職員、災害対応経験のある職員の皆様
災害マネジメント総括支援員【通称GADM】

に登録を！

推薦書
を提出
※１※２

研修
を受講 登録

※1 推薦の対象は地方公共団体の職員等
※2 推薦の基準は以下の①～③のいずれにも該当するもの
①災害対応に関する知見を有する者
②地方公共団体における管理職の経験を有する者
若しくは所属の管理運営に携わる職員

③地方公共団体において５年以上の勤務経験を有する者

災害対応力の向上のためにも、災害マネジメント総括支援員（GADM）の登録を！
お問い合わせ先：総務省公務員部応援派遣室（03-5253-5230）及び 各都道府県担当課

GADMの役割
大規模災害時に、先遣隊として「総括支援チーム」を率いて被災市区町村に入り、被害状況を把握し、行うべき業務、事務量、
スケジュールを整理し、必要な応援職員の規模の助言を行うなど、被災市区町村長の災害対応を総括的に支援

GADM登録までの流れ

（General Adviser for Disaster Management）

研修動画
約11時間

応援職員から届いた声

（避難所運営）
●ボランティアの受入、役割分担の調整
●避難所における必要物資の把握、支援物資の受入、保管に係る調整
●避難所の閉鎖に向けた住民との調整
（罹災証明書発給）
●住家被害認定調査の実施に向けた調査チーム結成の調整
●罹災証明発行業務の調整（郵送型か窓口型か）
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す
。
そ
こ
で
、
過
去
の
本
制
度
適
用
時
に

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業
務
に
応
援
職
員

が
従
事
し
た
の
か
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

平
成
30
年
の
制
度
構
築
以
降
、
応
急
対

策
職
員
派
遣
制
度
に
基
づ
き
計
８
つ
の
災

害
に
延
べ
約
３
９
、
０
０
０
人
の
応
援
職

員
が
派
遣
さ
れ
、
被
災
自
治
体
で
の
災
害

対
応
業
務
に
従
事
し
ま
し
た
。
具
体
的
に

は
、
風
水
害
が
平
成
30
年
７
月
豪
雨
、
令

和
元
年
九
州
北
部
大
雨
、
令
和
元
年
房
総

半
島
台
風
、
令
和
元
年
東
日
本
台
風
、
令

和
２
年
７
月
豪
雨
、
令
和
４
年
８
月
３
日

か
ら
の
大
雨
の
６
つ
、
地
震
が
平
成
30
年

胆
振
東
部
地
震
、
令
和
４
年
福
島
県
沖
地

震
の
２
つ
で
す
。

こ
れ
ら
の
具
体
の
災
害
時
に
お
い
て
、

災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
と
し
て
は
、
災

害
対
策
本
部
の
立
直
し
支
援
、
住
家
被
害

認
定
調
査
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
化
、
関
係
団

体
へ
の
情
報
共
有
等
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。ま

た
、
対
口
支
援
に
つ
い
て
も
、
主
に

避
難
所
運
営
や
罹
災
証
明
書
の
発
給
業

務
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
避
難
所
へ
の

物
資
運
搬
や
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め

の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
、
住
家
被

害
認
定
調
査
、
罹
災
証
明
書
の
発
給
申

請
の
受
付
業
務
等
に
つ
い
て
、
被
災
自

治
体
と
連
携
の
う
え
で
応
援
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

４４　　
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研
修
の
実
施

研
修
の
実
施

こ
の
よ
う
に
、
災
害
時
の
応
援
派
遣
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
被
災
自
治
体
へ

の
応
援
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
は
、
応

援
職
員
の
人
材
育
成
や
、Ｇ
Ａ
Ｄ
Ｍ
同
士
、

Ｇ
Ａ
Ｄ
Ｍ
と
各
団
体
防
災
担
当
者
間
の
、

平
時
か
ら
の
顔
の
見
え
る
関
係
の
構
築
が

重
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
総
務
省
で

は
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
を
企
画
し
、
実
施
し

て
い
ま
す
。

ま
ず
、
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援

員
等
研
修
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

こ
の
研
修
は
、
通
年
受
講
可
能
な
Ｗ
ｅ

ｂ
研
修
と
秋
頃
に
有
明
の
丘
基
幹
的
広
域

防
災
拠
点
施
設
で
の
集
合
研
修
か
ら
な
る

研
修
で
す
。
Ｗ
ｅ
ｂ
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
は
、
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
か
ら
の
災

害
救
助
法
等
に
関
す
る
講
義
や
、
災
害
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員
か
ら
の
応
援
経

験
の
共
有
、
有
識
者
に
よ
る
演
習
等
か
ら

な
り
、
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員

等
へ
の
登
録
時
に
必
ず
受
け
て
い
た
だ
く

研
修
と
な
り
ま
す
。
集
合
研
修
に
つ
い
て

は
、
秋
頃
に
50
名
程
度
で
計
２
回
開
催
し

て
お
り
、Ｗ
ｅ
ｂ
研
修
で
学
ん
だ
知
識
を
、

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
を
通
し

て
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
実
際
に

応
援
派
遣
経
験
者
や
他
団
体
の
災
害
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
総
括
支
援
員
等
と
の
「
顔
の
見

え
る
関
係
」を
構
築
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

次
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
被

災
地
研
修
で
す
。
こ
ち
ら
の
研
修
は
令
和

４
年
度
に
初
め
て
、
令
和
２
年
７
月
豪
雨

の
被
災
地
で
あ
る
、
熊
本
県
人
吉
市
及

び
球
磨
村
で
開
催
し
ま
し
た
。
本
研
修

は
、
実
際
に
応
援
派
遣
が
行
わ
れ
た
被

災
地
に
お
い
て
、
応
援
職
員
や
被
災
自

治
体
職
員
の
経
験
談
を
聴
講
す
る
と
と

も
に
、
実
際
に
被
災
地
を
視
察
し
な
が

ら
当
時
起
こ
っ
た
事
象
を
学
び
、
グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
を
通
し
て
、

実
感
を
持
っ
て
災
害
対
応
へ
の
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て

企
画
さ
れ
た
も
の
で
す
。
令
和
５
年
度

は
、
平
成
30
年
７
月
豪
雨
で
大
き
な
被
害

を
受
け
た
、
岡
山
県
倉
敷
市
真
備
地
区
で

開
催
予
定
で
す
の
で
、
各
団
体
に
お
か
れ

て
は
、
所
属
職
員
を
研
修
に
派
遣
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
応
援
団
体
の
担
っ
た
業
務
や

平
時
に
お
け
る
応
援
職
員
の
育
成
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
業
務

が
応
援
に
適
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
被
災
自
治
体
の
職
員
で
な
け
れ
ば
対

応
が
難
し
い
業
務
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

災
害
発
生
時
に
応
援
が
機
能
す
る
た
め
に

は
受
援
側
の
取
組
も
重
要
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
被
災
し
た
場
合
に
行
っ
て
い

た
だ
き
た
い
の
が
、業
務
の
見
直
し
で
す
。

災
害
対
応
に
向
け
た
体
制
を
構
築
す
る
と

と
も
に
、
不
要
不
急
の
業
務
の
中
止
・
延

期
を
検
討
す
る
こ
と
で
自
団
体
の
人
的
資

源
の
最
適
化
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
災
害

対
応
は
防
災
担
当
部
署
の
み
で
行
え
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
平
時
か
ら
関
係

部
署
と
調
整
し
た
う
え
で
業
務
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
を
策
定
し
、
発
災
時
に
全
庁

的
に
業
務
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

備
え
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

あ
わ
せ
て
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
が

受
援
体
制
の
構
築
で
す
。
応
援
職
員
が
災

害
対
応
業
務
に
従
事
し
機
能
す
る
た
め
に

は
、
被
害
状
況
や
関
係
機
関
等
の
対
応
状

況
に
関
す
る
情
報
の
共
有
、
執
務
ス
ペ
ー

ス
の
確
保
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

応
援
職
員
に
依
頼
す
る
業
務
に
つ
い
て

も
、
そ
の
性
質
に
応
じ
て
整
理
を
し
た
う

え
で
、
選
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
受
援
側
の
対
応
に
つ
い
て
は
、

災
害
発
生
時
に
一
か
ら
行
う
こ
と
は
困
難

で
あ
る
一
方
、
繰
り
返
し
と
は
な
り
ま
す

が
、
応
援
が
機
能
す
る
た
め
に
は
極
め
て

重
要
で
す
。

災
害
発
生
時
に
ど
の
よ
う
に
応
援
職
員

を
受
け
入
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
各
団
体

の
受
援
計
画
の
中
に
明
記
し
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
と

同
様
に
防
災
担
当
部
署
へ
の
共
有
を
お
願

い
し
ま
す
。
そ
し
て
、
受
援
計
画
未
策
定

の
団
体
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
策
定
し

て
い
る
「
市
町
村
の
た
め
の
人
的
応
援
の

受
入
れ
に
関
す
る
受
援
計
画
作
成
の
手
引

き
（
令
和
３
年
６
月
最
終
改
定
）」
等
を

５５　　
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業
務
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業
務
の
見
直
し
・

受
援
体
制
の
構
築

受
援
体
制
の
構
築
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参
考
に
、
受
援
計
画
策
定
に
向
け
た
検
討

を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
本
制
度
で
す
が
、
実
災
害

時
に
円
滑
に
応
援
派
遣
の
調
整
を
行
う
と

と
も
に
、
応
援
職
員
の
受
入
れ
を
行
う
た

め
、
毎
年
、
一
部
の
都
道
府
県
及
び
県
内

市
区
町
村
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
全
国
知

事
会
等
と
連
携
し
本
制
度
に
関
す
る
情
報

伝
達
・
連
携
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

本
訓
練
は
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
被
災

自
治
体
か
ら
の
応
援
要
請
、
そ
の
後
の
応

援
職
員
派
遣
の
調
整
の
流
れ
を
シ
ナ
リ
オ

に
基
づ
い
て
確
認
を
行
う
も
の
で
、
町
村

に
お
い
て
も
、
受
援
側
と
し
て
、
都
道
府

県
へ
の
被
害
報
告
や
応
援
要
請
等
を
行
う

立
場
と
し
て
訓
練
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

令
和
３
年
度
は
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
群
馬

県
に
お
い
て
訓
練
を
実
施
し
て
お
り
、
令

和
４
年
度
に
お
い
て
は
、
大
雪
の
た
め
に

中
止
と
な
り
ま
し
た
が
滋
賀
県
で
の
訓
練

実
施
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
５
年
度

も
訓
練
実
施
予
定
で
す
の
で
、
訓
練
開
催

地
と
な
っ
た
町
村
職
員
の
皆
さ
ま
に
お
か

れ
て
は
ご
協
力
い
た
だ
き
、
本
制
度
に
関

す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

出
水
期
を
迎
え
る
と
、
例
年
、
前
線
や

台
風
の
影
響
に
よ
り
各
地
で
大
雨
が
発
生

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
河
川
の
氾
濫
等
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
。

河
川
の
氾
濫
等
が
生
じ
る
と
、
広
範

囲
の
住
家
が
浸
水
被
害
等
を
受
け
、
避

難
所
運
営
や
罹
災
証
明
書
の
発
給
業
務

等
に
多
く
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
と
な

り
、
冒
頭
で
も
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、

被
災
自
治
体
の
職
員
だ
け
で
は
災
害
対

応
業
務
を
処
理
し
き
る
こ
と
は
困
難
と

な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
事
態
に
備
え
、
町
村
職
員

の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
て
は
、
平
時
か
ら
、

首
長
、
幹
部
職
員
、
防
災
担
当
以
外
も
含

む
各
部
署
に
本
制
度
を
含
む
災
害
時
の
各

種
応
援
制
度
に
つ
い
て
周
知
し
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
受
援
計
画
等
の
構
築
を
お

願
い
し
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
に
大
規
模

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
躊

躇
な
く
応
援
要
請
を
行
っ
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
他
の
都
道
府
県
で
災
害
が
発
生

し
た
際
に
は
、
被
災
自
治
体
へ
の
職
員
派

遣
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

６６　　
��

情
報
伝
達
・
連
携
訓
練
の
実
施

情
報
伝
達
・
連
携
訓
練
の
実
施

７７　

出
水
期
に
備
え
て

　

出
水
期
に
備
え
て

お
問
合
せ
先

�

総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部

公
務
員
課
応
援
派
遣
室

電
話
：�

０
３–

５
２
５
３–

５
２
３
０�

（
直
通
）

メ
ー
ル
：�ouenhaken@

soum
u.

go.jp

（派遣を受けた自治体の声）
・早急に派遣いただいたことで、迅速かつ適切な対応を行う
ことができた。

・ノウハウを持った職員を派遣していただけた。
・期間を通して必要人数を派遣いただき、家屋調査がスムーズ
に進んだ。

・我々が困るだろうことを先回りして情報提供いただいた。

・ 災害対応についてアドバイス
・ 応援職員のニーズを確認
・ 災害対策本部運営支援 など

▸▸ 必要な応援職員として「対口支援チーム」
（被災市区町村ごとに支援団体を割り当て）を派遣
・ 避難所の運営支援
・ 罹災証明書の交付業務に係る支援 など
（派遣開始までの流れ）

大規模災害時に

応援職員を派遣します。
応急対策職員派遣制度

関係機関
による調整

※2

応援団体
の決定

※3

派遣
開始

派遣
要請

※2 被災都道府県、被災地域ブロック幹事都道府県、
確保調整本部（地方三団体、指定都市市長会、総務省（事務局））

「地方公共団体のための災害時受援に関するガイドライン(内閣府)」より

人的資源が
絶対的に不足！

大規模災害時には、躊躇なく応援職員の派遣要請を！
お問い合わせ先：総務省公務員部応援派遣室（03-5253-5230）及び 各都道府県担当課

※3 都道府県又は指定都市（都道府県は管内市町村と一体的に支援）

〈 〉総務省、地方三団体及び指定都市市長会により運営

（概要）
▸▸ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に先遣隊として「総括支援チーム※1」 を派遣

（※1 災害マネジメント総括支援員等で構成）
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全
国
的
に
共
通
性
の
あ
る
政
策
法
務
に

焦
点
を
当
て
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す

る
「
法
務
特
別
セ
ミ
ナ
ー
」
を
全
国
５
か

所
で
、
ま
た
、
各
地
域
の
課
題
解
決
に
役

立
つ
政
策
法
務
に
焦
点
を
当
て
、
個
別
の

条
例
や
判
例
を
分
か
り
や
す
く
解
説
す
る

「
法
務
実
務
研
究
セ
ミ
ナ
ー
」
を
全
国
６

か
所
で
開
催
し
ま
す
。

自
治
体
法
務
に
精
通
し
た
講
師
に
よ

る
、
市
区
町
村
の
職
員
、
議
員
の
皆
様
の

法
務
能
力
の
向
上
に
役
立
つ
実
践
的
な
講

義
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日
程
及
び
会
場

【
法
務
特
別
セ
ミ
ナ
ー
】

■
令
和
５
年

７
月
５
日（
水
）～
７
月
６
日（
木
）

京
都
市
：
京
都
テ
ル
サ

７
月
11
日（
火
）～
７
月
12
日（
水
）

東
京
都
千
代
田
区
：
砂
防
会
館
別
館

７
月
26
日（
水
）～
７
月
27
日（
木
）

前
橋
市
：
群
馬
県
市
町
村
会
館

８
月
16
日（
水
）～
８
月
17
日（
木
）

芦
屋
市
：
芦
屋
市
消
防
庁
舎

11
月
７
日（
火
）～�

11
月
８
日（
水
）

さ
い
た
ま
市
：
全
電
通
埼
玉
会
館

※
東
京
及
び
さ
い
た
ま
開
催
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
配
信
（
ラ
イ
ブ
配
信
及
び
見

逃
し
配
信
）
あ
り
。

【
法
務
実
務
研
究
セ
ミ
ナ
ー
】

■
令
和
５
年

７
月
19
日（
水
）～
７
月
20
日（
木
）

盛
岡
市
：
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
い
わ
て

８
月
２
日（
水
）～
８
月
３
日（
木
）

前
橋
市
：
群
馬
県
市
町
村
会
館

８
月
29
日（
火
）～
８
月
30
日（
水
）

佐
賀
市
：
佐
賀
県
庁
新
館

10
月
18
日（
水
）～�

10
月
19
日（
木
）

札
幌
市
：
北
海
道
建
設
会
館

11
月
１
日（
水
）～�

11
月
２
日（
木
）

松
江
市
：
島
根
県
自
治
研
修
所

■
令
和
６
年

１
月
24
日（
水
）～
１
月
25
日（
木
）

さ
い
た
ま
市
：
全
電
通
埼
玉
会
館

※
さ
い
た
ま
開
催
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配

信（
ラ
イ
ブ
配
信
及
び
見
逃
し
配
信
）

あ
り
。

◆
受
講
料
（
教
材
費
・
税
込
）

賛
助
会
員
２
、
０
０
０
円

非
賛
助
会
員
４
、
０
０
０
円

◆
お
申
込
専
用
フ
ォ
ー
ム

�h
ttp
s://k

rs.b
z/rilg

/m
/rilg

_

sem
inar

◆
問
合
せ
先

一
般
財
団
法
人
地
方
自
治
研
究
機
構

研
修
部

電
話
：
０
３

－

５
１
４
８

－

０
６
６
２

E-m
ail

：koshu@
rilg.or.jp

◆
そ
の
他

詳
細
は
、
機
構
Ｈ
Ｐ�http://w

w
w
.

rilg.or.jp/htdocs/003.htm
l�

を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

令和５年度「法務能力向上のための特別実務セミナー」の開催令和５年度「法務能力向上のための特別実務セミナー」の開催
～苦手な法務もこれで解決！変化に即応できる自治体職員・議員のための短期集中セミナー～
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地方公共団体の「良き相談相手」となることを目指して、令和５年度
も財政運営全般にわたって丁寧できめ細かい各種の地方支援業務を実
施していきます。皆さまの積極的なご活用・ご参加をお待ちしています。

⃝アドバイザー派遣等の個別支援により、市区町村等の個別課題にきめ細かく対応
⃝多様な研修機会を確保し、遠隔地や小規模の団体も含め広く効果が及ぶよう、セミナーや e ラーニングを充実
⃝ Web で積極的に情報発信するとともに、財政運営上のニーズや課題を把握するためアンケート調査を実施

▲

地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業（総務省との共同事業）
　団体の状況や要請に応じて、市区町村等に継続的にアドバイザーを派遣します。令和５年度は新たな支援分野を追加
しました。第 1 次募集は３月下旬まで申請を受け付け、４月から順次派遣予定です。第１次募集を含め３回募集を行う
予定ですので、積極的にご活用ください。

▲

出前講座
　金融の専門知識や実務経験を有する自治体ファイナンス・アドバイザー等が講師として、財政運営や資金調達・資金
運用など、その団体の要望に応じたテーマ・方法 ( 講師派遣・Web 会議システム等）で講義を実施します。▲

実務支援
　自治体ファイナンス・アドバイザー等が団体の抱える財政運営や資金調達等に係る個別具体的な課題や疑問の解決に
向け、きめ細かなアドバイスを行います。電話・メール等でお気軽にご相談ください。

▲

先進事例検索システム
　現在、財政運営や地方公営企業の取組等に関する 1,600 件超の事例を掲載しています。掲載事例の充実を図ります。▲

財政分析チャート「New Octagon」
　市町村の財政状況を簡単に分析できる財政分析チャート「New Octagon」について、活用方法の周知を図ります。

▲

e ラーニング
　e ラーニングにより、集合研修における講義等を提供するとともに、地方財政に関する基本的な制度や地方公会計制度
等に関する研修コンテンツを開発・提供します。また、e ラーニングで提供した講義の一部については、アーカイブ化し、
後年度においても活用できるようにします。令和５年度も配信コンテンツを充実させていきますので、ぜひご活用ください。▲

集合研修
　○ JFM 地方財政セミナー・JFM 地方公営企業セミナー
　 　先進的な取組を行っている地方公共団体からの報告、総務省からの制度等の解説、有識者による講演等を織り込ん

だ研修を、集合研修・e ラーニングで実施します。JFM 地方公営企業セミナーは、JIAM と共催で新たに宿泊型研修
を実施します。

　○資金調達入門研修・資金運用入門研修
　　資金調達・運用に初めて携わる職員を対象に、集合研修・e ラーニングで実施します。
　○資金調達・運用に係る宿泊型研修
　 　資金調達・運用について、基礎から専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を目的とし、集中的に学べる宿泊型

研修を、JAMP や JIAM と共催で実施します。

令和５年度実施予定の地方支援業務のポイント

財政運営等に関する個別支援

eラーニング・集合研修　※新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては集合研修の開催方法を変更する可能性があります。

情報発信

支
援
分
野

■公営企業・第三セクター等の経営改革　　
・DX・GX の取組　New ！　　・経営戦略の改定・経営改善
・公立病院経営強化プランの策定及び経営強化の取組
・上下水道の広域化等　　　　　・第三セクターの経営健全化
■公営企業会計の適用　■地方公会計の整備・活用  
■公共施設等総合管理計画の見直し・実行
■地方公共団体の DX　 New ！
■首長・管理者向けトップセミナー（啓発・研修事業のみ）　 New ！

支
援
方
法

市区町村・公営企業等 都道府県
課題対応アドバイ
ス事業
団体の要請に応じ、
各課題の克服等、
財政運営・経営の
改善のため派遣

課題達成支援事業
政策テーマについ
て達成が困難な団
体に、技術的・専
門的な支援を行う
ために派遣

啓発・研修事業
市区町村等に対し
て研修を行う場合
に、講師として派
遣

利用してみよう！
地 方 支 援 業 務

令和５年度は全地方公共団体にニーズや課題を把握するアンケート調査を行います。
ご協力をお願いします！
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ぎ
～
の
く
ん

ぎ
～
の
く
ん

町 村 週 報8　平成28年 0 月00日 （第三種郵便物認可） 第2801号

ご当地自慢のおいしいものや伝統行事を身にまとい、
体を張ってPRしているご当地キャラたちを紹介するコーナーです。
今回は、西ブロック（中国・四国・九州・沖縄）からピックアップ。

特産品だけじゃない！
文化・歴史を身にまとって観光大使 !!

　
南
小
国
町
を
盛
り
上
げ
、
よ
り
一
層
町
を

P
R
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
町
民
か
ら
愛

さ
れ
る
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
公
募
及
び
投

票
を
実
施
し
、
平
成
24
年
（
2
0
1
2
年
）

10
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た
「
き
よ
ら
祭
り
」

時
に
誕
生
し
た
「
き
よ
ら
ス
キ
ー
」。
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
町
内
に
あ
る
国
指

定
天
然
記
念
物
「
金
毘
羅
杉
」
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
い
ま
す
。
お
腹
に
は
町
章
が
描
か
れ

て
い
ま
す
が
、
実
は
体
全
体
に
「
南
小
国
町
」

の
文
字
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
町
の
広

報
誌『
き
よ
ら
』に
は
、毎
月「
き
よ
ら
ス
キ
ー
」

の
4
コ
マ
漫
画
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
人
気

を
博
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
イ
ラ
ス
ト
で

の
活
躍
が
主
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
イ
ベ
ン
ト

等
に
も
参
加
し
、
語
尾
に
「
～
ラ
ヨ
」
と
つ
け

る
話
し
言
葉
で
、
こ
れ
か
ら
も
南
小
国
町
の

知
名
度
向
上
の
た
め
に
、
P
R
活
動
に
励
ん

で
い
き
ま
す
。

　
宜
野
座
村
に
公
式
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
い
な

か
っ
た
た
め
、
一
般
公
募
に
よ
っ
て
誕
生
し
た

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。
村
の
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
「
水
と
緑
と
太
陽
の
里
」
と
、
村

の
シ
ン
ボ
ル
「
が
ら
ま
ん
岳
」
を
頭
で
表
現
し
、

「
じ
ゃ
が
麺
」
の
ス
カ
ー
フ
を
身
に
つ
け
、「
パ

イ
ナ
ッ
プ
ル
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
パ
ン
ツ
を

履
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
ぎ
～
の
く
ん
」

の
チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン
ト
が
て
ん
ぷ
す
（
沖
縄
の

方
言
で
お
へ
そ
）
な
の
は
、
宜
野
座
村
が
沖

縄
本
島
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
位
置
し
て
い

る
か
ら
な
の
で
す
。
ま
た
、
役
場
や
が
ら
ま

ん
ホ
ー
ル
等
、
村
内
の
公
共
施
設
に
は
、「
ぎ

～
の
く
ん
」
の
パ
ネ
ル
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、

村
民
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
夏
に
開
催

さ
れ
る
「
漢
那
ダ
ム
ま
つ
り
」
や
10
月
の
「
宜

野
座
村
ま
つ
り
」
に
は
い
つ
も
参
加
し
、
村
民

や
観
光
客
と
交
流
し
て
い
る
「
ぎ
～
の
く
ん
」。

宜
野
座
村
の
“
顔
”
と
し
て
、
元
気
に
笑
顔

で
村
の
P
R
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

2004年10月24日生まれ。若鬼くん（写真左）
はお祭大好きな男の子。桜子ちゃんは明る
い性格で子どもたちとすぐに友だちになれ
る女の子。ふたりとも登山やスキー、雪合
戦が得意。好物は鯉料理とジビエ料理。

2
0
1
2
年
10
月
16
日
生
ま
れ
。
南
小
国
町
志
津
地
区
に
あ
る
国

指
定
天
然
記
念
物
「
金
毘
羅
杉
」
の
妖
精
。
い
つ
も
元
気
い
っ
ぱ

い
で
、
き
よ
ら
か
な
心
の
持
ち
主
。
好
き
な
食
べ
物
は
「
ま
い
た

け
の
天
ぷ
ら
」
と
「
そ
ば
」。

10月27日生まれ。ほっぺが赤くなるくらい活
発で元気な男の子。宜野座村の食べ物はなん
でも大好き。好きなものは、宜野座村の自然
と楽しいイベント。

　
若
桜
町
内
に
あ
る
「
若
桜
鬼
ヶ
城
跡
」
に

ち
な
ん
で
、
平
成
15
年
（
2
0
0
3
年
）
か

ら
始
ま
っ
た
「
因
州
若
桜
鬼
っ
こ
ま
つ
り
」

の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
誕
生

し
た
「
若
鬼
く
ん
」
と
「
桜
子
ち
ゃ
ん
」。
毎

年
10
月
に
開
催
さ
れ
る
こ
の
お
祭
り
で
は
、

来
場
者
に
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
毎
回
一

生
懸
命
2
人
で
盛
り
上
げ
て
く
れ
ま
す
。
後

に
、
町
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し

て
も
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
若
桜
町
観
光

協
会
の
婚
活
イ
ベ
ン
ト
や
カ
ッ
プ
ル
向
け
イ

ベ
ン
ト
等
に
も
、
応
援
に
か
け
つ
け
ま
す
。

大
抵
は
、
2
人
で
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
ま
す

が
、
時
に
は
「
若
鬼
く
ん
」
単
独
で
町
外
で

の
イ
ベ
ン
ト
に
出
張
す
る
こ
と
も
あ
り
、
若

桜
町
の
た
め
に
活
躍
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

れ
か
ら
も
、
若
桜
町
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
は
も

ち
ろ
ん
、
町
内
外
問
わ
ず
若
桜
町
の
P
R
の

た
め
、
2
人
仲
良
く
、
元
気
に
明
る
い
笑
顔

で
活
動
を
し
て
い
き
ま
す
。

熊本県
南小国町 
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き
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ー
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広
陵
町
は
、
奈
良
盆
地
の
北
西
部
に
位
置

し
、
大
阪
市
中
心
部
ま
で
、
車
、
鉄
道
で
１

時
間
以
内
と
い
う
距
離
に
あ
り
、
住
宅
地
と

し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
人
口
は
、
約
３

万
５
千
人
で
奈
良
県
下
の
町
村
で
最
大
と

な
っ
て
い
ま
す
。
面
積
は
、
16
・
３
㎢
で
コ
ン

パ
ク
ト
な
町
で
す
。
ほ
ぼ
平
坦
で
、
小
高
い

丘
陵
地
は
新
興
住
宅
地
で
、
平
野
部
に
は
旧

来
の
集
落
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
昭
和
の
大

合
併
で
昭
和
30
年
に
広
陵
町
が
誕
生
し
、
間

も
な
く
70
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

広
陵
町
が
誕
生
し
た
頃
、
私
は
可
愛
い
小

学
１
年
生
で
し
た
。
合
併
を
祝
っ
て
学
校
で

旗
行
列
と
し
て
町
内
を
巡
り
、
紅
白
ま
ん

じ
ゅ
う
を
頂
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
古
き

よ
き
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

広
陵
町
は
、靴
下
生
産
量
日
本
一
を
誇
り
、

靴
下
の
町
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
靴
下

の
生
産
が
始
ま
っ
た
の
が
明
治
43
年
（
１
９

１
０
年
）
で
、そ
れ
か
ら
１
１
３
年
に
な
り
、

伝
統
産
業
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
靴
下
産
業
は
工
程
が
多
く
、
分
業
制
に

な
っ
て
い
て
、
編
み
立
て
、
先
縫
い
、
仕
上

げ
、
加
工
な
ど
に
分
か
れ
、
家
庭
内
職
も
多

く
、
町
全
体
が
靴
下
に
関
わ
っ
て
い
る
感
じ

で
し
た
。
し
か
し
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
伴
い
、
生
産
の
拠
点
が
海
外
に
移
り
、
経

営
者
の
高
齢
化
に
加
え
、
後
継
者
が
い
な
い

事
業
者
の
廃
業
が
増
え
、
靴
下
の
町
の
将
来

が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
１
０
０
年
以
上
続
く
靴
下
生
産
技

術
は
日
本
一
、
い
や
世
界
一
と
評
価
す
る
靴

下
事
業
者
の
熱
意
が
支
え
と
な
り
、
靴
下
生

産
の
歴
史
を
後
世
に
残
そ
う
と
、
広
陵
町
靴

下
組
合
が
企
画
、
編
集
し
た
「
広
陵
く
つ
し

た
１
０
０
年
史
」
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
成
果
が
、
若
手
後
継
者
が
中
心
と
な
っ

て
、
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
「
広
陵
く
つ
し
た

博
物
館
」
を
開
設
し
、
独
自
の
ブ
ラ
ン
ド
で

売
り
出
す
取
組
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。ま
た
、

毎
年
、
春
と
秋
に
靴
下
の
市
が
開
か
れ
、
定

着
し
ま
し
た
。

そ
う
し
た
取
組
も
あ
っ
て
、
近
畿
経
済
産

業
局
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
「
広
陵
く
つ

し
た
」
が
採

択
さ
れ
ま
し

た
。
ふ
る
さ

と
納
税
の
返

礼
品
と
し
て

も
人
気
が
あ

り
ま
す
。
地

場
産
業
の
靴

下
産
業
を
含

め
た
地
域
産

業
の
活
性
化

を
図
り
、
地

域
経
済
循
環
率
を
高
め
る
た
め
、産
・
官
・
学
・

金
で
構
成
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
６
０
０

社
を
超
え
る
企
業
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

受
け
て
「
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振
興
基

本
条
例
」
を
制
定
し
、
振
興
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
が
蔓
延
し
、
大
き
な
影
響

を
受
け
ま
し
た
が
、
こ
の
取
組
に
よ
り
、
企

業
、
事
業
所
と
行
政
の
距
離
が
な
く
な
り
、

真
に
必
要
な
支
援
策
を
短
期
間
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
内
閣
府
か
ら
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都
市

の
認
定
を
受
け
、
地
域
商
社
「
一
般
社
団
法

人
な
り
わ
い
」
を
設
立
、
地
場
産
品
の
販
売

支
援
、
ふ
る
さ
と
納
税
業
務
を
委
託
し
、
地

域
の
お
金
を
地
域
で
回
す
、
産
業
振
興
の
拠

点
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
和
高
田
市
と

共
同
で
、「
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

K
oC
o-B
iz

（
コ
コ
ビ
ズ
）」
設
立
、
企
業
、

事
業
所
の
無
料
相
談
支
援
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
お
金
を
か
け
ず
に
知
恵
と
ア
イ
デ
ア

で
儲
け
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
伴

走
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
行
列
の
で
き
る

相
談
所
と
し
て
開
設
当
初
か
ら
相
談
が
ひ
っ

き
り
な
し
の
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

広
陵
町
は
優
良
農
地
も
多
く
あ
り
、
消
費

地
に
も
近
い
立
地
環
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

農
業
の
後
継
者
が
育
っ
て
い
な
い
状
況
で
し

た
。
農
地
を
消
極
的
に
守
る
だ
け
で
な
く
、

儲
か
る
農
家
を
育
て
て
い
こ
う
と
、「
農
業

塾
」
を
立
ち
上
げ
、
元
農
業
大
学
校
校
長
を

塾
長
に
招
聘
し
、
イ
チ
ゴ
、
な
す
、
野
菜
の

栽
培
技
術
の
指
導
と
、
自
立
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
イ
チ
ゴ
の
栽
培
実
習
の
た
め
、
町

で
イ
チ
ゴ
の
高
設
栽
培
実
習
ハ
ウ
ス
を
３
棟

設
置
し
て
貸
し
付
け
、
実
習
を
重
ね
て
自
立

に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。奈
良
ブ
ラ
ン
ド
の「
古

都
華
」
は
大
人
気
で
、
栽
培
面
積
も
大
き
く

伸
び
て
い
ま
す
。

住
宅
地
と
し
て
も
人
気
が
あ
り
、
少
し
ず

つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
口
の
増
加
も
続
い

て
い
ま
す
。
四
季
を
通
じ
て
花
が
楽
し
め
る

県
立
馬
見
丘
陵
公
園
が
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
の

里
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
町
立
の
「
竹
取
公
園
」

が
あ
り
、
家
族
連
れ
を
中
心
に
、
年
間
合
わ

せ
て
１
０
０
万
人
を
優
に
超
え
る
来
場
者
が

あ
り
ま
す
。

広
陵
町
の
住
環
境
は
素
晴
ら
し
い
と
自
負

し
て
い
ま
す
が
、公
共
交
通
機
関
が
少
な
く
、

自
家
用
車
に
頼
る
状
況
で
す
。
今
、
高
齢
化

を
見
据
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
広
陵
元

気
号
」
の
再
編
、自
家
用
有
償
運
送
の
導
入
、

自
動
運
転
の
実
証
運
行
、
地
域
で
の
支
え
合

い
な
ど
も
進
め
て
い
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
も
住
民
参
加
で
制
定
し
、

地
域
ご
と
の
状
況
に
あ
っ
た
町
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、
区
、
自
治
会
ご
と
に
「
地
域
担

当
職
員
」
を
任
命
、
行
政
を
身
近
に
感
じ
て

い
た
だ
く
取
組
も
行
っ
て
い
ま
す
。

単
純
で
す
が
「
豊
か
な
町
」「
安
全
な
町
」

「
元
気
な
町
」
を
目
指
し
て
、
こ
れ
か
ら
も

町
民
の
皆
さ
ま
と
の
協
働
の
町
づ
く
り
を
進

め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

靴
下
生
産
日
本
一
の
町

　
　
　
　
産
業
振
興
の
挑
戦

山や
ま

村む
ら

　
吉よ

し

由ゆ
き

奈
良
県
広こ

う

陵り
ょ
う

町
長
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